
第２３号議案 

   足立区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１７年２月２３日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 足立区事務手数料条例（昭和３３年足立区条例第１号）の一部を次の 

ように改正する。 

 別表６６の項中「２万２，０００円」を「３万６００円」に、「１万

１，０００円」を「１万６，５００円」に改め、同表６７の項中「７，

４００円」を「９，７００円」に改め、同表６８の項中「１万４，８０

０円」を「２万７００円」に、「７，４００円」を「１万３，５００円」

に改め、同表６９の項及び７０の項中「１万６，０００円」を「２万４，

０００円」に改め、同表７１の項中「２万２，０００円」を「３万６０

０円」に改め、同表７３の項中「１万６００円」を「１万６，９００円」

に改め、同表１２７の項中「１万８，０００円」を「１万９，０００円」

に改め、同表１２８の項中「１万１，０００円」を「１万５，０００円」

に改め、同表１２９の項中 

「 

１件につき ２万２，０００円 を 

                     」 

「 

（１） 実地検査 

  １件につき 

（２） （１）以外の検査 

  １件につき 

２万６，０００円

 

  ３，７００円
に改め、 

                     」 



同表１３０の項中 

「 

１件につき １万６，０００円 を 

                     」 

「 

（１） 実地検査 

  １件につき 

（２） （１）以外の検査 

  １件につき 

２万１，０００円

 

  ３，７００円
に改める。 

                     」 

 別表中１４５の項を１５９の項とし、１３９の項から１４４の項まで

を１４項ずつ繰り下げ、同表１３８の項中「毒物及び劇物の販売業」を

「毒物又は劇物の販売業」に、「毒物及び劇物販売業」を「毒物劇物販

売業」に、「４，０００円」を「４，９００円」に改め、同項を同表１

５０の項とし、同項の次に次のように加える。 

１５１ 麻薬及び向 

 精神薬取締法（昭 

 和２８年法律第１ 

 ４号）第３条第１ 

 項の規定に基づく 

 麻薬小売業者の免 

 許の申請に対する 

 審査 

麻薬小売業 

者免許申請 

手数料 

１件につき ４，６００円 免許申請

のとき 

１５２ 麻薬及び向 

 精神薬取締法第１ 

 ０条第１項の規定 

 に基づく麻薬小売 

麻薬小売業 

者免許証再 

交付手数料 

１件につき ３，２００円 再交付申

請のとき



 業者の免許証の再 

 交付 

    

 別表１３７の項中「毒物及び劇物の販売業」を「毒物又は劇物の販売

業」に、「毒物及び劇物販売業」を「毒物劇物販売業」に、「２，４０

０円」を「２，８００円」に改め、同項を同表１４９の項とし、同表１

３６の項中「毒物及び劇物の販売業」を「毒物又は劇物の販売業」に、

「毒物及び劇物販売業」を「毒物劇物販売業」に、「６，４００円」を

「７，４００円」に改め、同項を同表１４８の項とし、同表１３５の項

中「毒物及び劇物の販売業」を「毒物又は劇物の販売業」に、「毒物及

び劇物販売業」を「毒物劇物販売業」に、「１万４，７００円」を「１

万６，９００円」に改め、同項を同表１４７の項とし、同表１３４の項

中「第４条」を「第４６条第１項」に改め、「基づく」の次に「薬局開

設又は」を加え、「医薬品販売業許可証」を「薬局開設許可証、医薬品

販売業許可証の」に、「２，９００円」を「３，５００円」に改め、同

項を同表１４６の項とし、同表１３３の項中「（昭和３６年政令第１１

号）第３条」を「第４５条第１項」に改め、「基づく」の次に「薬局開

設又は」を加え、「医薬品販売業許可証」を「薬局開設許可証、医薬品

販売業許可証の」に、「２，０００円」を「２，５００円」に改め、同

項を同表１４５の項とし、同表１３２の項中「１万１，０００円」を「１

万２，７００円」に改め、同項を同表１４０の項とし、同項の次に次の

ように加える。 

１４１ 薬事法施行 

 令（昭和３６年政 

 令第１１号）第５ 

 条第１項の規定に 

 基づく薬局製造販 

 売医薬品の製造販 

 売業の許可証の書 

薬局製造販 

売医薬品製 

造販売業許 

可証の書換 

え交付手数 

料 

１件につき ２，４００円 書換え申

請のとき



 換え交付     

１４２ 薬事法施行 

 令第６条第１項の 

 規定に基づく薬局 

 製造販売医薬品の 

 製造販売業の許可 

 証の再交付 

薬局製造販 

売医薬品製 

造販売業許 

可証の再交 

付手数料 

１件につき ３，４００円 再交付申

請のとき

１４３ 薬事法施行 

 令第１２条第１項 

 の規定に基づく薬 

 局製造販売医薬品 

 製造業の許可証の 

 書換え交付 

薬局製造販 

売医薬品製 

造業許可証 

の書換え交 

付手数料 

１件につき ２，４００円 書換え申

請のとき

１４４ 薬事法施行 

 令第１３条第１項 

 の規定に基づく薬 

 局製造販売医薬品 

 製造業の許可証の 

 再交付 

薬局製造販 

売医薬品製 

造業許可証 

の再交付手 

数料 

１件につき ３，４００円 再交付申

請のとき

 別表１３１の項中「（昭和３５年法律第１４５号）」を削り、「２万

９，０００円」を「３万４，１００円」に改め、同項を同表１３９の項

とし、同表１３０の項の次に次のように加える。 

１３１ 薬事法（昭 

 和３５年法律第１ 

 ４５号）第４条第 

 １項の規定に基づ 

 く薬局開設の許可 

薬局開設許 

可申請手数 

料 

１件につき ３万４，１００円 許可申請

のとき 



 の申請に対する審 

 査 

    

１３２ 薬事法第４ 

 条第２項の規定に 

 基づく薬局開設の 

 許可の更新の申請 

に対する審査 

薬局開設許 

可更新申請 

手数料 

１件につき １万２，７００円 更新申請

のとき 

１３３ 薬事法第１ 

 ２条第１項の規定 

 に基づく薬局製造 

 販売医薬品の製造 

 販売業の許可の申 

 請に対する審査 

薬局製造販 

売医薬品製 

造販売業許 

可申請手数 

料 

１件につき ７，２００円 許可申請

のとき 

１３４ 薬事法第１ 

 ２条第２項の規定 

 に基づく薬局製造 

 販売医薬品の製造 

 販売業の許可の更 

 新の申請に対する 

 審査 

薬局製造販 

売医薬品製 

造販売業許 

可更新申請 

手数料 

１件につき ４，４００円 更新申請

のとき 

１３５ 薬事法第１ 

 ３条第１項の規定 

 に基づく薬局製造 

 販売医薬品の製造 

 業の許可の申請に 

 対する審査 

薬局製造販 

売医薬品製 

造業許可申 

請手数料 

１件につき １万３，８００円 許可申請

のとき 

１３６ 薬事法第１ 薬局製造販 １件につき ７，６００円 更新申請



 ３条第３項の規定 

 に基づく薬局製造 

 販売医薬品の製造 

 業の許可の更新の 

 申請に対する審査 

売医薬品製 

造業許可更 

新申請手数 

料 

  のとき 

１３７ 薬事法第１ 

 ４条第１項の規定 

 に基づく薬局製造 

 販売医薬品の製造 

 販売に係る承認申 

 請に対する審査 

薬局製造販 

売医薬品製 

造販売承認 

申請手数料 

１品目につ 

き 

    １４０円 承認申請

のとき 

１３８ 薬事法第１ 

 ４条第９項の規定 

 に基づく薬局製造 

 販売医薬品の製造 

 販売に係る承認事 

 項の一部変更の承 

 認申請に対する審 

 査 

薬局製造販 

売医薬品製 

造販売承認 

事項一部変 

更申請手数 

料 

１品目につ 

き 

    １４０円 承認申請

のとき 

   付 則 

 この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 東京都からの事務移管に伴い、薬局開設の許可申請等に係る事務手数

料を新設するとともに、旅館業の許可申請等に係る事務手数料の額を改

定する必要があるので、この条例案を提出いたします。 


